
令和元年度 部活動規定（生徒用）案 

  １，土曜、日曜、祝祭日、休業日、長期休業、試合、一旦下校などのときは体操服もしくは練習着

で登下校してもよい。（再登校を含む） 

２，下校時は制服とする。雨天時等必要のあるときは、部活動顧問が判断し体操服でも可能とする。  

３， 活動は体操服か、部で認められた練習着で行う。（更衣は活動場所及び指定された教室で行う。）

また、短い靴下やウインドブレーカーなど競技によって必要なものは、活動中と部活動での登

下校のみ許可する。 

 ４，雨天時の舎内使用は安全面に配慮した活動をすること。（ミーティング等） 

 ５，部活動中の保健室の利用は、養護教諭の許可を得るか、顧問が同行して利用する。 

 ６，活動後の寄り道、買い食いなど、規定の食事（スポーツ飲料は可）以外は絶対させない。ただ

し、スポーツ飲料については、熱中症防止のため、部活動中のみ可とする。 

 ７，平日に試合などで自転車を使用するときは前日までに顧問が管理職に届け、許可を得る。校内

では自転車は押し、乗らないこと。   

 ８，部費は各部とも原則として徴収をしないが、必要のある場合は、顧問と部活動総務に相談する。 

９，欠席、見学をする場合は必ず顧問に届けさせる。 

１０，テスト１週間前は活動を停止する。ただしテスト中、テスト１週間前、後３日以内に公式試合、

公式発表などがある場合は１時間程度の活動を認める（本人、保護者、顧問が十分に協議する

こと。）また、土曜日、日曜日も活動を認めるが、生徒、保護者の了承を得て、実施すること。

また、テスト初日の午後についても同様である。ただし、過度にならない様配慮すること。 

テストとは中間・期末・学年末テストなどの定期テストを意味する。その他のテストでは１週

間前に活動を停止する必要はない。朝練習に関しても同様である。 

１１，平日週１日以上、毎週土日のどちらかを休みとするノー部活動デーを実施し、計画的に練習に

取り組むこと。 

１２，活動時間は１週間以内に公式試合、公式発表などがある場合、３０分の延長を認める。ただし、

延長時には必ず顧問がついて指導すること。 

１３，中学校体育連盟主催の公式戦において、二重登録はできない。 

 

《グランド使用規定》 

 ○使用後は必ず整地し、ゴミがあれば清掃すること。 

  （飲食したゴミの処理はその部が責任を持って行うこと。） 

 

 

《体育館使用規定》 

 ○体育館では定められた場所以外での飲食は厳禁とする。 

 ○使用後は、必ず清掃しゴミの後始末をすること。 

  

《武道場使用規定》 

  ○武道場では定められた場所以外での飲食は厳禁とする。 

  ○使用後は、必ず清掃しゴミの後始末をすること。 

 

《雨の場合の校舎使用規定》 

○雨の場合のみ廊下・階段を使用してもよい。ただし本館１階は使用しないこと。 

  ※使用場所は、その都度、顧問間で話し合い決定する。 

〇職員室及び特別教室で会議、または教室で学級活動をしている場合、その付近での活動は自粛す

ること。 

バット・ボール等の道具など危険な物は安全に十分注意して行うこと。 

 

≪部活動停止について》 

  ・部員が学校生活のルールやマナーについて指導に従わないとき。 

  ・部員が学校の秩序やマナーを著しく乱したとき。 

（万引・恐喝・喫煙・暴力行為・認められていない自転車登校等） 

  ・教師の指導に対して反抗的な態度を取ったとき。 

※活動停止中は、顧問の指導下において清掃など活動を行うこと。 

  ※部活停止については、部活動総務・顧問が討議の上、判断を下す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度 部活動規程（生徒用）案 

伊丹市立南中学校 

 

１，生徒会の目的を円滑に達成するため部活動をおく。  

 

２，部活動については生徒会会則第１章に示されているが、これ以外のもので新たに設置する場合は、

同好会として活動し、校長及び顧問会の承認の上、部として認めるものとする。 

 

３，入・退部には顧問、担任の許可がいる。入・退部届を提出すること。 

 

４，活動は顧問の指導のもとにおこなう。顧問不在の時は他の顧問に連絡し、指導をうける。また活

動時間については職員会の決議によって変更されることがある。 

     活動開始時刻は終礼終了後とするが１６：０５には活動できる事とする。但し学級活動、委員

会活動等で部活動を遅刻する場合は各顧問に連絡するように指導し、一般生下校の１６：３０

には部活動に行けるよう配慮する。 

     ※専門委員会のある日は委員会活動を優先とする。各委員会は顧問に連絡するように指導する。 

 

 

 

試験１週間前は活動を停止する。ただし試験中、試験１週間前、後３日以内に公式試合、公式

発表などがある場合は１時間程度の活動を認める。 

また、土曜日、日曜日も活動を認めるが、生徒、保護者の了承を得て、実施すること。また、

テスト初日の午後についても同様である。ただし、過度にならない様に配慮すること。 

テストとは中間・期末・学年末テストなどの定期テストを意味する。その他のテストでは１週

間前に活動を停止する必要はない。朝練習に関しても同様である。 

５，早朝練習は顧問または、それに代わる責任者がいないと活動できない。準備のために登校して良

いのは７：１５からで、片付けを含め８：１０までとする。 

 

６，規定、細則等を違反した部は、部活動総務・生徒総務に連絡し、通常の活動を停止し、各顧問が

部の指導の時間に当てる。 

 

７，指定された練習場所の整理、整頓、清掃をよく行い、また練習用具を大切に扱う。 

 

８，ミ－ティング・昼食場所及び更衣場所は次のように定める。 

 

      ミ－ティング・昼食場所          更衣場所 

      陸上（男） １－６教室        南館東階段 

陸上（女）  １－６教室        武道場下更衣室 

      テニス男   ３－４教室                中館１Ｆ多目的室 

      テニス女   １－３教室                武道場下更衣室 

      卓 球男  ２－６教室              ギャラリー  

      卓 球女  ２－６教室           体育館更衣室 

 

      バスケ男  ３－１教室               体育館舞台裏 

      バスケ女   ３－６教室               体育館更衣室 

     バレー女   ２－１教室               舞台裏南側 

      サッカー   中館多目的室              武道場下階段 

      野 球     １－１教室                本館横通路 

      ソフト     南館５F多目的室     体育倉庫 

      バド    １－３教室         体育館更衣室 

      剣道        武道場                 武道場 

      吹奏楽    南館 5F音楽室 

      茶華道     和室 

      美術       南館３Ｆ美術室 

   科学部   第一理科室 

   放送部   放送室 

   演劇部   第一図書室 

   家政部   被服室 

 

月 下校時刻

12 17:00

１１・１ 17:15

２・３・１０ 17:45

４・５・６・７・８・９ 18:15

部活動下校時刻


